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平成16年 3 月24日、石和町スコレーセンターにおい
て合併協定調印式が開催されました。
調印式は、協議が整った協定項目を合併協定書とし
て確認し今後の法定手続きを行うために開催されるも
のです。この日は、合併の経過報告及び協定書の概要
説明がされ、各町村長及び議会議長・議員、合併協議
会委員、各種団体長など総勢300名の出席のもと、合

併協定書に町村長による調印が行われ、特別立会人で
ある山本栄彦山梨県知事及び各町村議会議長が署名し
た後、それぞれの町村長に山本知事から合併協定書が
手渡されました。
調印式終了後の 3 月26日には、各町村議会が行われ

廃置分合などの合併関係議案をそろって可決。今後は、
知事への合併申請など法定手続きを進めていきます。

6 町村長による調印

特別立会人山本知事による署名 協議会委員を代表して 6 町村議会議長による署名
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1 合併の方式

東八代郡石和町、同郡御坂町、同郡一宮町、同郡八
代町、同郡境川村及び東山梨郡春日居町を廃し、その
区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。

2 合併の期日

石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村、春日居
町の合併目標期日を平成16年10月12日とする。

3 新市の名称

新市の名称は、「笛吹
ふえ ふ き

市」とする。

4 新市の事務所の位置

(1)新市の事務所の位置は、当分の間、暫定的に東八
代郡石和町大字市部777番地（石和町役場）とする。
当面は、現行の庁舎を有効活用するため分庁舎方
式とする。

(2)現在の石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村、
春日居町のそれぞれの役場の位置に支所を置くも
のとする。

5 財産、公の施設の取扱い

6 町村の所有する財産、公の施設及び債務は、すべ
て新市に引き継ぐものとする。

6 議会議員の定数及び任期の取扱い

(1)新市の議会議員については、地方自治法第91条第
7 項の規定に基づき、 6 町村の協議によりあらかじ
め定める定数により、新市の設置の日から50日以
内に設置選挙を行うものとし、市町村の合併の特
例に関する法律に規定する議会の議員の定数及び
在任に関する特例は適用しない。

(2)公職選挙法第15条第 6 項に規定する選挙区は設け
ないこととする。

(3)地方自治法第91条第 7 項の規定に基づき、 6 町村
の協議により、あらかじめ定める新市の議会議員
の定数については、30人とする。

7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

農業委員会の選挙による委員については、市町村の
合併の特例に関する法律第 8 条第 1 項第 1 号の規定を
適用し、合併後 1 年以内の間において、引き続き新市

石和町、御坂町、一宮町、
八代町、境川村、春日居町 合 併 協 定 書

の農業委員の選挙による委員として在任することとす
る。
(1)在任定数は80名以内とする。
(2)在任期間は平成17年 8 月31日までとする。

8 地方税の取扱い

(1)個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車
税、たばこ税、特別土地保有税、入湯税における
納税義務者、税率、課税標準については、地方税
法の取扱いにより現行のとおりとする。

(2)都市計画税については目的税であるため、新市施
行後において都市計画法土地利用計画に基づいて
検討していくこととする。

(3)納期の取扱いについては、次のとおりとする。
ア　個人住民税は、春日居町の例により、6 月、8 月、
10月、 1 月とする。

イ　固定資産税は、石和町の例により、 7 月、 9 月、
11月、 2 月とする。

ウ　軽自動車税は、石和町、一宮町、八代町、境川村
の例により、 5 月とする。

エ　その他の税については、現行のとおりとする。

9 地域審議会の取扱い

市町村の合併の特例に関する法律第 5 条の 4 第 1 項
の規定に基づき、合併前の旧町村の区域ごとに地域審
議会を設置する。
設置については、「地域審議会の設置に関する協議」

のとおりとする。



10 一部事務組合の取扱い

一部事務組合の取扱いについては、次のとおりとす
る。
(1)東八代広域行政事務組合及び東山梨行政事務組合
については、消防・斎場・介護認定など、当該組
合の協議を踏まえ、住民生活に支障のないよう調
整する。
ただし、石和町、御坂町、一宮町、八代町が東

八代広域行政事務組合で共同処理している東八衛
生センターについては、合併期日に新市の事業部
門に編入するものとし、当該事務及び財産は新市
に引き継ぎ、職員は新市の職員として身分を引き
継ぐ。
なお、 6 町村以外の市町村と構成しているその他
の一部事務組合についても、当該組合の協議を踏
まえ調整する。

(2)八代町境川村中学校組合については、合併前日を
もって当該組合は解散し、合併期日に新市の組織
に編入する。また、当該組合の財産はすべて新市
に引き継ぎ、職員は新市の職員として身分を引き
継ぐ。

(3)恩賜県有財産保護団体については、区域や構成員
など現行のとおりとし、合併により必要となる諸
手続きについては合併時までに調整する。

(4)将来的な対応については、新市において検討して
いく。

11 一般職員の身分の取扱い

(1)職員の身分及び定数管理
ア　一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法
律第 9 条によりすべて新市の職員として引き継ぐ。
イ　職員数については、新市において定員適正化計画
を策定し、定員管理の適正化に努める。
(2)職員の給与及び職名の取扱い
ア　職員の給与については、職員の処遇及び給与の適
正化の観点から調整し、統一を図る。ただし、現職
員については現給を保証する。
イ　職名については、人事管理及び職員の処遇の適正
化の観点から合併時に調整し、統一を図る。
ウ　職階については、合併時に職名とともに級分類を
調整し、統一を図る

12 特別職及び付属機関の委員等の身分の取扱い

特別職等（消防団員は除く。）の身分については、
その設置、人数、任期、報酬について、法令等の定め
るところに従い、次のとおり調整する。
(1)常勤特別職の身分については、法令の定めるとこ
ろによる。報酬の額は、現行報酬額及び同規模の

自治体の例を基に調整する。
(2)議会議員及び農業委員会の委員の報酬の額は、現
行報酬額及び同規模の自治体の例を基に調整する。

(3)行政委員会の委員数、任期については、法令の定
めるところによる。報酬の額は、現行報酬額及び
同規模の自治体の例を基に調整する。

(4)その他の条例で定める特別職については、 6 町村
全てに設置されていて、新市において引き続き設
置する必要のあるものは、原則として統合する。 1
町村ないし 5 町村にのみ設置されているものは、
新市において速やかに調整する。委員数、任期、
報酬額は現行の制度を基に調整する。

13 条例・規則等の取扱い

条例、規則等の取扱いについては、合併協議会で協
議された各種事務事業の調整、確認内容及び「石和町、
御坂町、一宮町、八代町、境川村、春日居町の合併に
関する条例・規則等の整備方針」に基づき調整するも
のとする。

14 事務組織及び機構の取扱い

事務組織及び機構の取扱いについては、次のとおり
とする。
(1)事務組織及び機構の整備方針に基づき整備する。
(2)現 6 町村役場庁舎には、それぞれの行政区域を所
管する支所を置く。

(3)現 6 町村役場庁舎は、必要に応じ分庁舎として有
効活用する。

(4)新市の組織については、住民サービスの向上につ
ながるよう十分配慮する。

(5)付属機関については、 6 町村ともに置かれている
ものについては合併時に統合し、それ以外のもの
については、実情を考慮し調整する。

15 支所・出先機関の取扱い

支所・出先機関の取扱いについては、次のとおりと
する。
(1)現役場庁舎は、当面、支所として活用し、業務内
容については、住民サービスの向上につながるよ
う配慮する。

(2)出先機関については、現行のとおり新市に引き継
ぐものとする。

16 町名・字名の取扱い

町名、字名の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)字の設定区域は、現行のとおりとする。
(2)現行の大字名の前に旧町村名を町名として付した
大字名とする。
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17 慣行（市章、憲章等）の取扱い

(1)市章、市民憲章、市の花、木、鳥及びキャッチフ
レーズについては、新市において公募等の方法に
より新たに定める。ただし、市章については合併
までに定める。

(2)表彰、愛唱歌及び宣言については、新市において
調整する。

(3)名誉市民表彰については、新市において新しい基
準により選定する。

18 公共的団体の取扱い

公共的団体については、新市の速やかな一体性を確
保するため、それぞれの事情を尊重しながら、統合に
努める。
(1)各町村共通している団体については、連合会形式
も含め、合併時に統合できるように調整に努める。
なお、統合に時間の要する団体については、将来
統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。

(2)町村独自の団体については、原則として現行どお
りとし、新市においてその内容を検討する。

19 行政連絡機構（行政区）の取扱い

行政連絡機構（行政区）の取扱いについては、次の
とおりとする。
(1)行政区（自治会組織）については、現行どおり新
市に移行する。

(2)新市移行後も、（仮）行政区長設置に関する条例等
を定め、連絡組織を設ける。任期、改選時期等に
ついては、当分の間、旧町村の実情を考慮し、統
一に向け努力する。

(3)区長等の報酬額については、積算根拠の一元化を
図り、合併時までに調整する。

(4)行政配布物の配布方法は当面現行のとおりとし、
配布回数については、月 1 ～ 2 回程度とし、新市
において調整する。

20 出資団体の取扱い

出資団体の取扱いについては、現状のまま新市に引
き継ぐ。

21 国際交流の取扱い

(1)国際交流については、新市においても現行の内容
を継続して実施する。

(2)国内交流事業については、提携町村において関係
自治体と合併前に協議し、友好関係存続の方向で
調整する。

(3)地域間交流については、名称によるもの以外は新
市に引き継ぐ。

22 消防団の取扱い

(1)消防団は、合併時に統合する。現に消防団員であ
るものは、新市に引き継ぎ、編成については分団
制とし、分団の組織、担当区域については、当面
は合併時の各町村の組織及び活動区域とし、新市
において調整をする。

(2)消防相互応援協定については、現行どおり新市に
引き継ぎ、新市において調整をする。

(3)任免、給与、服務等については、合併時に調整す
る。

(4)消防団員の費用弁償等については、合併時に廃止
し、消防団運営費助成制度等により新市において
調整する。

(5)消防施設整備については、新市において統一した
基準を定め調整する。

(6)組織、階級、定員、訓練、礼式及び服制について
は、調整し新市に引き継ぐ。

(7)各種行事等については、新市において統一して実
施する。

23 使用料及び手数料（総務・企画関係）の取扱い

総務・企画関係の手数料については、合併時に新市
の手数料条例等により調整する。

24 補助金・交付金等（総務・企画関係）の取扱い

総務・企画関係の補助金・交付金については、次の
とおりとする。
(1)自治会補助金については、従来からの経緯、実情
等を考慮し、新市において調整する。

(2)消防・防災関係の補助金等については、新市にお
いて統一した基準を定め、調整する。

(3)その他の補助金・交付金については、基本的には
現行どおり継続し、必要性、有効性、公平性を考
慮し、新市において調整する。
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25 広聴、広報の取扱い

(1)新市において広報紙を発行する。発行回数は、カ
レンダー方式の予定表を含み、原則として月 1 回
発行する。

(2)一宮町で独自のCATVが展開されているが、新市に
おいてこれを引き継ぐ。なお、詳細については、
新市において検討する。

(3)新市において、ホームページを活用し、広報情報
を掲載する。内容については新市で検討する。

(4)新市において、Eメールなどあらゆる方法で広聴に
努める。

26 財産区の取扱い

現在、財産区となっている恩賜林保護団体について
は、現在の財産区を単位とする財産区として新市に引
き継ぐ。
また、財産処分の協議に基づいて新たに財産区とな
るものも含め、財産区の保護区域、保護団体構成員等
は現状のとおりとし、財産管理については当該財産区
管理会に委任する。

27 農林業振興の取扱い

(1)国及び県の制度による事業は現行どおり実施し、
単独事業については新市において調整する。

(2)農業振興地域の管理については、当面現行のとお
りとし、総合見直し時に新市のマスタープランの
作成、農振農用地区域の調整を行う。

(3)森林整備計画については、当面現行のとおりとし、
次回見直し時に新市の計画を作成する。

28 農業土木事業の取扱い

(1)笛吹川沿岸土地改良事業の負担金、賦課金につい
ては、現行どおり新市に引き継ぐ。

(2)県営土地改良事業の継続事業は現行どおり新市に
引き継ぐ。

29 農業基盤整備事業の受益者負担金の取扱い

農業基盤整備事業の受益者負担金については、継続
事業は現行の負担率を引き継ぎ、新規事業は事業採択
時に新市において調整する。

30 商工観光事業（各種イベント等）の取扱い

イベントならびに消費宣伝・誘客事業については、
原則として現状の内容を継続し、新市全体で実施する
方が効果的なものについては、できる限り統一あるい
は拡大できるよう新市において調整する。

31 商工業・観光振興の取扱い

(1)小口資金融資制度については、現行制度を継続し、
内容については合併時に調整する。

(2)商工会については、一体的な商工業の振興を図る
ため、速やかに統合するよう調整に努める。

(3)観光協会については、現状どおり新市に引き継ぎ、
新市の一体的な観光振興を図るため、協会の意向
を尊重しつつ統合的な組織の設置について調整に
努める。

32 温泉、保養施設の取扱い

温泉施設の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)施設については、現行の施設をそのまま新市に引
き継ぐ。

(2)休館日は、各施設が同一とならないよう合併時に
調整する。

(3)利用料及び営業時間については、現行のまま新市
に引き継ぐ。

(4)送迎については、当面現行のとおり行い、路線等
について新市において検討を行う。

(5)運営委員会については、新市において新たに設置
する。

33 都市計画の取扱い

現在継続中の事業や都市計画用途地域などについて
は、現行のとおり新市に引き継ぎ、都市計画マスター
プランについては、各町村の基本理念に基づいて、新
市において策定する。

34 道路・河川・公園等の取扱い

継続中の事業については、現状のまま新市に引き継
ぐ。維持管理についても継続して行う。条例の整備が
必要な公園については、新市において調整する。

35 建設・建築事業の取扱い

継続中の事業については、新市に引き継ぐ。道路整
備に係る用地取得、補償基準及び整備基準は新市の基
準を作成する。建設工事執行規則については、新市に
あわせた規則を制定する。

36 公営住宅の取扱い

(1)入居基準、入居時の契約等は現状のものを新市に
引き継ぎ調整する。

(2)退去時の条件は入居の際に提示する。
(3)家賃については、現状の算定方式を新市に移行す
る。

(4)整備計画については、新市において新たに作成す
る。
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37 上水道・簡易水道等の取扱い

上水道・簡易水道事業等は現行のまま新市に引き継
ぐ。料金、加入金等は当面現行のとおりとし、新市に
おいて策定する事業計画に基づき統一を図る。

38 公共下水道の取扱い

基本的には現状のまま新市に引き継ぎ、受益者負担
金や使用料等は、当面現行のとおりとし、できる限り
早期に新市において統一をする。

39  使用料及び手数料（産業・経済・建設関係）の

取扱い

(1)農振証明書等、町村長の証明手数料は、新市の手
数料徴収条例により調整する。

(2)現況証明書等の農業委員会長の証明手数料は、原
則として徴収しない方向で調整する。

40   補助金・交付金等（産業・経済・建設関係）の取

扱い

産業・経済・建設関係の補助金・交付金について
は、基本的には現行どおり継続し、必要性、有効性、
公平性を考慮し、新市において調整する。

41   戸籍、住民基本台帳、諸証明、窓口業務の取扱い

システム等の充実を図り、住民サービスの向上に努
めることとする。

42 国民健康保険の取扱い

(1)国民健康保険税の賦課方式及び納期については、
合併時はそれぞれの町村の例により、合併翌年度
から統一する。

(2)国民健康保険税の税率等については、合併時はそ
れぞれの町村の例により、合併後 2 年以内を目途
に統一を図る。

(3)国民健康保険財政調整基金については、各町村の
保険給付費を基準として、適切な額をそれぞれ持
ち寄る。

(4)保険給付及び保健事業については、被保険者に対
しサービスの向上となることを基本として調整し、
実施する。

43 各種年金の取扱い

国民年金の取扱い業務、受給相談については、現行
のとおり新市に引き継ぐ。

44 介護保険の取扱い

介護保険の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)新市における介護保険事業計画を策定し、事業の
健全で円滑な運営及び介護サービスの向上と平準
化を図るものとする。

(2)保険料については、新市の介護保険事業計画に基
づき、適正な保険料を算定し統一を図る。

(3)新市においても、必要な保険料及び利用料の軽減
対策を実施するものとする。

(4)納期は、石和町、御坂町、八代町、境川村の例に
より統一を図る。

(5)認定審査会は、新市の組織において設置運営する
ものとする。

45 児童福祉の取扱い

(1)児童手当、児童扶養手当等、国、県等の制度に基
づいて実施している事業については引き続き継続
し、少子高齢化の進展に配慮し子育てしやすい環
境づくりを整える。

(2)各町村が独自で実施している事業については、
サービス低下とならないよう、新市全体に拡大し
実施する。

(3)エンゼルプランについては、新市において速やか
に計画を策定する。

(4)乳幼児医療費助成事業については、御坂町、一宮
町の例により新市に引き継ぐ。国保加入者の現物
給付（窓口無料化）については、新市において検
討する。

(5)放課後児童健全育成事業については、現行の施設
をそのまま新市に引き継ぐ。
開設時間及び利用料については統一し、開設日

については、当面は現行のまま新市に引き継ぎ、
効果的な運営と住民の利便性を考慮し新市で検討
する。

(6)児童館については、現行のまま新市に引き継ぐ。
運営・管理については、当面現行のとおりとし、
児童の健全育成のため、新市において施設の整備
充実を検討する。

46 高齢者福祉の取扱い

高齢者福祉については、次のとおり調整する。
(1)介護慰労金支給事業については、年額60,000円に
統一し実施する。

(2)在宅介護支援センターについては、合併時に統一
し実施する。
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(3)敬老祝金については、次のとおり統一し実施する。
75歳以上87歳までは5,000円
88歳以上99歳までは10,000円
100歳以上は100,000円とする。
なお、新市移行後、高齢化状況を踏まえて実施

内容を検討する。
(4)長寿祝金については、境川村の例による。金額に
ついては、合併時に調整する。

(5)国又は県等が定める制度については、現行の実施
方法を基準に、新市において調整して実施する。

(6)各町村が独自で実施している事業については、
サービス低下とならないよう、合併時に調整し実
施する。

(7)敬老会事業については、合併年度は現行のとおり
実施し、翌年度以降は統一した助成方式により実
施する。

47 障害者福祉の取扱い

(1)障害者福祉計画については、社会経済状況の変化
等を踏まえ、今後の福祉施策の方向性を総合的に
勘案しながら、新市において新たに策定する。

(2) 国又は県等で定める制度については、現行の実施
方法を基準に調整して、新市として実施する。

(3)各町村が独自で実施している事業については、
サ－ビス低下とならないよう、新市全体に拡大し
実施する。

(4)重度心身障害者福祉タクシ－については、現行の
まま新市に引き継ぐ。内部障害者については、石
和町の例による。助成金額については、590円の48
枚綴りとする。

(5)重度心身障害者医療費助成については、現行のま
ま新市に引き継ぐ。

(6)心身障害児者一時養護サ－ビスについては、利用
制限時間を年240時間に統一し、新市に引き継ぐ。

(7)心身障害者小規模作業所事業については、現状の
サ－ビスを低下させないように、現行のまま新市
に引き継ぐ。

(8)障害者社会参加促進については、八代町、春日居
町の例により、新市で調整する。

(9)身体障害者福祉会については、現行のまま新市に
引き継ぎ、組織充実のための支援を行う。

(10)支援費制度については、継続して新市に引き継ぐ。

48 社会福祉の取扱い

(1)生活保護については、新市で福祉事務所を設置し
実施する。

(2)国又は県等で定める制度に基づくものについては、
そのまま新市に引き継ぐ。

(3)民生委員児童委員については、国制度のため現行
のまま新市に引き継ぐ。組織については、旧町村
単位に地区民生委員協議会を設置するとともに、
市の連絡協議会を設置する。
活動費については、他の非常勤特別職と整合性

を図りながら新市において調整する。
(4)結婚対策事業については、そのまま新市に引き継
ぎ、運営状況等を勘案する中で新市において組織
の見直しを検討する。

(5)戦没者慰霊祭については、合併年度は旧町村単位
で実施し、翌年度以降は新市において関係機関と
協議し調整する。

49 保健衛生の取扱い

保健衛生の事務事業については、母子保健法、老人
保健法、感染症予防・医療法、結核予防法、精神保健
福祉法により実施しなければならない事業の調整と推
進を行う。また、従来の業務に加えて、少子化と急速
な高齢化の進展、食生活、運動習慣等を原因とする生
活習慣病の増加による要介護者割合の増加、虐待など
時代を反映する新たな問題に対して支援が求められて
いることを踏まえて、総合的な事業が展開できるよう
に調整する。
また、新市において新たに策定する保健計画では、

健康増進法（平成15年 5 月 1 日施行）の目的や、健康
日本21（21世紀における国民健康づくり運動）の趣旨
を取り入れ、平均寿命の延伸を目的とした従来の考え
方から脱却し、痴呆や寝たきりにならない状態で自立
して生活できる期間、いわゆる健康寿命の延伸と、生
活の質の向上を図るため、住民の主体的な参加による
生涯を通じた健康づくり対策を講ずるものとする。
(1)母子保健について、母子手帳発行、母親学級、
妊婦・乳幼児健診委託、新生児訪問指導、乳児健
診は現行どおり継続して実施するが、内容につい
ては合併時までに調整する。幼児健診は 1 歳 6 ヵ
月、 2 歳、 3 歳、 5 歳児健診を実施する。

(2)予防接種については、予防接種法に基づき現行の
とおり実施する。

(3)成人保健について、健康手帳、健康教育、健康相
談、各種検診説明会については、現行制度を継続
して実施するが、内容については合併時までに調
整する。健康診査、人間ドック、各種検診は現行
制度を継続して実施するが、内容については合併
時までに調整する。自己負担金については金額を
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統一する。機能訓練は、Ａ型・Ｂ型とも実施する。
訪問指導は、合併時には現行制度を継続し、新市
において充実を図る。

(4)保健センター等については現行のとおり新市に引
き継ぐ。

(5)献血は主催者を一本化し、月 1 回実施する。また、
健康まつりを実施する。

(6)食生活改善推進員会、愛育班は連合会形式で継続
する。

50 保育事業の取扱い

保育所については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(1)保育時間については、現行のまま新市に引き継ぎ、
延長保育については引き続き実施する。

(2)保育料については、合併年度はそれぞれの町村の
例により、合併翌年度より国の徴収基準及び現行
のそれぞれの町村の保育料を勘案して統一を図る。

(3)保育所助成事業については、国・県の助成制度に
関るものについては、現行どおり継続し、その他
のものについては必要性、有効性、公平性を考慮
し、新市において調整する。

(4)障害児保育については、新市においても継続する。
受入れ保育所等の運営については、受入れ希望の
状況をみて調整する。

51 社会福祉協議会の取扱い

(1)社会福祉協議会については、社会福祉法に基づき6
町村の合併時に統合できるよう調整を図る。

(2)新市は社会福祉協議会と協力し、住民が安心して
生活できるよう福祉の充実に努める。

52 廃棄物・し尿処理の取扱い

(1)ごみの分別については、当面現行のとおりとする
が新市移行後において統一を図る。

(2)ごみの収集については、当面現行のまま新市へ引
き継ぐこととし、収集運搬体制(直営・委託）につ
いては処理施設等が確定した時点で統一を図れる
よう調整する。
なお、収集頻度については合併翌年度より統一で
きるよう調整する。

(3)ごみの処理については、現行のまま新市へ引き継
ぐこととし、処理施設については合併後検討する
こととする。
なお、可燃ごみについては指定袋とすることで調
整を図る。

(4)廃棄物減量化対策、環境保全対策、汚染監視体制
等については制度の統一を図るとともに、現行の
体制を低下させないように努める。

関係補助金及び報酬については、内容を精査し
合併までに統一できるよう調整する。

(5)し尿･汚泥処理施設については、現行のまま移行す
る方向で調整を図ることとし、新市において整備
等を含め検討する。

53 火葬場の取扱い

火葬場の取扱いについては、当該組合の協議を踏ま
え、住民生活に支障のないよう調整する。

54 使用料及び手数料（住民関係）の取扱い

住民関係手数料については、合併時に新市の手数料
徴収条例等により整備する。

55 補助金・交付金等（住民関係）の取扱い

住民関係の補助金・交付金については、基本的には
現行どおり継続し、必要性、有効性、公平性を考慮し、
新市において調整する。

56 学校教育の取扱い

(1)学校教育振興については、現行制度を基本として
教育環境の充実に努める。

(2)就学奨励援助は、給付内容及び認定基準について
国の基準と町村の現行を基に合併時に調整する。

(3)学校施設整備については、新市において計画的に
実施する。耐震補強は新市において速やかに整備
計画の検討を行う。

(4)町村単独教員等の配置については、現行水準を基
本に新市において設置基準を整備し、適正な人員
配置に努める。

57 学校給食の取扱い

(1)学校給食の実施方法については、現行のとおりセ
ンター方式と自校方式を引き継ぐ。

(2)給食費、会計処理の方法については、合併翌年度
から統一できるよう調整する。

58 小中学校等の通学区域の取扱い

小中学校の通学区域については、当面、現行のとお
りとし、区域境の地域については弾力的運用に努める。
また、新市において、児童生徒数の動向を踏まえ、

各学校の適正規模や適正配置の検討とあわせて通学区
域の見直しを行う。

59 生涯学習の取扱い

(1)生涯学習関係各種事業は現行のとおり引き継ぎ、
住民ニーズや地域の特性を考慮しながら新市にお
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いて調整する。
(2)成人式については、当面の間、現行どおり旧町村
単位での開催とし、開催内容等については、合併
時に統一する。

(3)文化協会については、新市において組織の統合化
に向け調整に努める。

(4)指定文化財は全て新市に引き継ぎ、文化財保護事
業は新市において調整する。

(5)図書館の管理運営体制については、現行を基本と
し合併時に調整する。

(6)社会教育委員等については、新市において設置し、
定数･任期等必要な事項は合併時に調整する。

60 生涯学習施設の取扱い

生涯学習施設、公民館施設等の管理・運営について
は、原則として現行のとおり引継ぎ、新市において調
整する。

61 社会体育の取扱い

(1)各種スポーツ大会及びスポーツ教室については、
現行どおり引き継ぎ、新市において調整する。

(2)傷害見舞金や大会出場奨励費等、各種制度につい
ては、現行どおり引継ぎ、新市全体の均衡を保つ
ため、新市において調整する。

(3)体育協会については、組織の意向を尊重しつつ、
速やかに統合できるよう、新市において調整に努
める。

(4)体育指導委員、スポーツ振興審議会委員等につい
ては、新市において設置し、定数、任期等必要な
事項は合併時に調整する。
体育指導委員の定数については、現行水準が低

下しないよう調整する。

62 体育施設の取扱い

学校体育施設及び社会体育施設の運営管理について
は、現状どおり新市に引き継ぎ、使用時間や運営管理
体制の基準の統一について新市において調整する。

63 使用料及び手数料（教育関係）の取扱い

教育関係施設使用料については現行のまま継続し、
算定基準の統一化、施設の規模、内容に応じた適正料
金について新市において調整する。

64 補助金・交付金等（教育関係）の取扱い

教育関係の補助金・交付金については、基本的には

現行どおり継続し、必要性、有効性、公平性を考慮し、
新市において調整する。

65 新市建設計画の取扱い

新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めると
おりとする。
※新市建設計画の概要については、12～15ページに掲
載しました。

66 その他事務事業の取扱い　　

- 1 総務関係事務事業の取扱い

総務関係事務事業の取扱いについては、次のとおり
とする。
(1)情報公開制度については、新市において条例化し、
統一した運用を図る。

(2)地縁団体については、新市において条例化し、統
一した運用を図ることとし、現状の団体は新市に
移行する。

(3)公告については、新市において条例化する。掲示
場の数については 6 か所とし、位置は支所の場所
とする。

(4)投票所数については、当面、現行のとおり新市に
移行する。なお、変更の必要がある場合は、新市
において検討する。ポスター掲示場の数について
は、法令の定めるところによる。

(5)その他の総務関係事務事業については、新市にお
いて調整する。

- 2 指定金融機関等の取扱い

指定金融機関等の指定については、 6 町村の指定金
融機関等の中から合併までに調整する。
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- 3 企画関係事務事業の取扱い

(1)総合計画については、現行の各町村の総合計画及
び将来構想・新市建設計画との整合を図り、新市
において新たに作成する。

(2)消費者行政事業については、合併年度は現行どお
りとし、翌年度以降調整に努める。

(3)地域活性化助成事業については、合併年度は現行
の内容を継続し、翌年度以降調整に努める。

(4)女性行政については、新市において新たに男女共
同参画計画を策定する。

- 4 交通関係の取扱い

(1)チャイルドシート（乳児用）貸与事業については、
石和町、御坂町、八代町、春日居町の例による。

(2)合併後、新たな交通安全計画を策定し事業の推進
を図る。

(3)石和町交通バリアフリー事業は、そのまま新市に
引き継ぐ。

(4)循環・巡回バスについては、運行経路・運営方法
について、新市において新たに 6 町村の公共施設
等を結ぶなど、速やかに検討する。
なお、現在運行している一宮町内循環バス及び

境川村内巡回バスについては、現行のまま新市に

引き継ぐ。
- 5 防災関係の取扱い

(1)防災行政無線については、施設は現行のまま新市
に引き継ぐが、運用については、合併時までに調
整する。
なお、周波数の統一を含め新市において整備を

図る。
(2)地域防災計画については、新市において速やかに
策定する。
なお、新計画が作成されるまでの間は、現計画

を新市に引き継ぎ運用する。
(3)防災会議、災害対策本部及び地震災害警戒本部並
びに水防会議については、合併時に新たに設置す
る。

(4)応援協定については、石和町と八代町間は、新市
の地域防災計画により対応する。御坂町について
は、締結先と協議のうえ新市において締結する方
向で調整する。

- 6 防犯灯設置、維持管理の取扱い

現行のまま引き継ぎ、新市において防犯灯台帳を整
備し統一を図る。
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合併協定調印終了後、静岡市役所清水経済事務
所の観光課長である木村講二さんによる、「合併
直後の行政運営とその周辺」と題した記念講演が
行われました。
木村課長は、まず合併とは「自己変革」そのも
のだということに触れ、合併調印後の手続きや合
併準備段階における留意事項、合併後の実態など
について話されました。
準備段階における留意事項については、「職員

や議員、住民などに自己変革が求められる」、「合
併は「手法」であって目的ではない」、「合併はよ
りよいまちづくりの選択肢」などと語り、合併後
の実態については、市民・経済界・行政レベルで
の反応や実態、行政組織の再編、将来展望などか

ら、「明日に強い職員をいかにして作るか」、また、
合併については、「決して早急な合併メリットを
求めないでいただきたい」、「20～30年経過した段
階で、子や孫に誇れるまちづくりができているか、
長期的視野に立って新市の発展につなげてほし
い」などと語られた後、最後には「合併は行政改
革であり、行政に携わる職員にとっては人生最大
のチャンスであり、最大のピンチでもあります」
と会場の300人の聴衆に力強く語られました。

～記念講演～

「合併直後の行政運営とその周辺」
静岡市役所　清水経済事務所
観光課長　木村講二氏



○合併の必要性

(1)安定した財政基盤の確立
(2)地方分権への対応とより豊かな暮らしの実現
(3)少子高齢化社会への対応
(4)一体性のある都市整備
(5)相乗効果のある産業振興

○計画策定方針

(1)計画の趣旨
本計画は、「新市将来構想」を基に、 6 町村が合併

し新市を建設していくための基本方針を定め、これに
基づく主要施策の実現により、地域の速やかな一体化
を推進し、地域の均衡ある発展と住民福祉の向上を図
ろうとするものです。

(2)計画の構成
本計画は、新市建設を推し進めるための基本方針、

その基本方針の実現に向けた主要施策、公共的施設の
統合整備及び計画期間中の財政計画を中心として構成
します。

(3)計画の期間
本計画における主要施策の計画期間は、新市発足時
から平成26年度末までの10年間とします。

○面積

総面積は 6 町村全体で164.8 で、山梨県の面積の
3.7%にあたります。土地利用の状況は、宅地14.1
(8.5%)、農用地37.1 (22.5%)、森林等83.8 (50.9%)と
なっています。

○人口と世帯

6 町村の人口は70,435人（平成12年度国勢調査）で
あり、人口の推移を昭和55年と比較してみると、20年
間で15,419人の増加で増加率28.0%となっています。
また、世帯数は、平成12年が23,263世帯で昭和55年

の14,675世帯に比べ20年間で8,588世帯の増加で増加率
58.5%となっています。

○人口

本市の人口は、自然増に加え、他地域からの人口流
入など社会増が見込まれることから、平成27年には
81,900人になることが推計されます。
年齢別人口の人口比をみると平成27年には、年少人

口（ 0 ～14歳）15.6%、生産年齢人口（15～64歳）
60.0%、老齢人口（65歳以上）24.4%となることが推計
されます。

○世帯

人口と同様に増加が見込まれることから、平成12年
に比べ、平成27年には7,437世帯増の約30,700世帯にな
ることが推計されます。
また、 1 世帯あたりの人口は、核家族化・少子化に

より平成12年の3.0人から平成27年には2.7人となるこ
とが推計されます。

○就業人口

就業人口については、人口の傾向と同様に増加傾向
が続くものと推計されます。このうち、第 1 次産業就
業者人口については、高齢化や後継者不足、また兼業
農家の増加等により平成27年で約6,800人（構成比
15.4%）と減少傾向が続くことが推計され、第 2 次産
業就業者については、平成27年には約10,400人（構成
比23.5%）となりほぼ横ばいの状況になることが推計
されます。また、第 3 次産業就業者人口については、
平成27年には約27,000人（構成比61.1%）となり増加
傾向が続くものと推計されます。

○新市建設の基本理念と将来像

「活力ある交流都市の創造」

「快適な生活都市の創造」

「個性輝く自立都市の創造」

“にぎわい・やすらぎ・きらめき”

「躍動するふれあい文化都市」

12
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はじめに

新市の概況

主要指標の見通し

新市建設の基本方針

■■■ 新 市 建 設 計 画 の 概 要 ■■■
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新市の施策

【活力ある交流都市の創造】

都市と農村、農業と観光、歴史と文化などの貴重な資源を効果的に組合わせ、都市と関東圏や全国各地との
交流を活発化させる「活力ある交流都市の創造」を目指します。

【快適な生活都市の創造】

安全でゆとりある暮らしと、やすらぎのある市民生活を実現するため、保健、医療、福祉の連携と機能分担
により各種サービスの提供や災害に強い地域づくりにより「快適な生活都市の創造」を目指します。

【個性輝く自立都市の創造】

「果樹生産日本一」、「余暇活動日本一」、「自然環境日本一」、「生活環境日本一」の都市を目指すため、相互
扶助や自助努力をいとわない自立意識をもった市民の行動力が必要です。そして、市民ひとり一人が主体的に
まちづくりに参加し、活力ある「個性輝く自立都市の創造」を目指します。

○活力と交流の都市基盤づくり

①計画的な土地利用・都市づくり　　　②道路網の整備　　　③交通環境の充実
④市街地・集落県境の充実　　　　　　⑤自然環境の管理活用・景観形成　　　⑥河川の整備

○活力と交流の産業づくり

①農林業の振興　　　②商工業の振興　　　③観光の振興　　　④交流施設の充実
⑤勤労者福祉・雇用促進

○快適な生活環境づくり

①住宅・住環境の整備　　　②生活の情報化　　　③環境型社会づくり　　　④公園・憩いの場の整備

○快適で安心な暮らしづくり

①子育て環境の充実　　　　②保健・医療の充実　　　③介護保険の充実
④各種福祉施策の充実　　　⑤安心できる環境整備

○個性輝く自立した人づくり

①義務教育の振興　　　②学園都市の推進　　　③青少年活動の促進　　　④生涯学習社会の振興
⑤スポーツの振興　　　⑥歴史・文化財の保全　⑦男女共同参画の推進　　⑧交流事業の推進

○個性輝く自立した自治づくり

①住民参加型行政の推進　　②行政機能・体制の強化　　③情報化の推進　　④広報・広聴の充実
⑤健全な行財政運営の推進
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財政計画

新市の財政計画は、健全で計画的な行財政運営を行うことを基本とし、平成17年度から平成26年度までの各年
度について、新市の普通会計の歳入・歳出の項目ごとに作成しています。

（ 1 ）歳　入 （単位：百万円）

（ 2 ）歳　出 （単位：百万円）

区　　　分 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

地方税 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436 8,436

地方譲与税 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

利子割交付金 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

地方消費税交付金 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620

ゴルフ場利用税交付金 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

自動車取得税交付金 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

地方特例交付金 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241

地方交付税 8,371 8,418 8,553 8,645 8,757 9,124 9,540 9,925 10,148 10,371

交通安全対策特別交付金 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

分担金及び負担金 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

使用料及び手数料 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616

国庫支出金 2,005 2,016 1,746 1,757 1,769 1,780 1,791 1,803 1,815 1,827

県支出金 1,655 1,655 1,605 1,605 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425

財産収入 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

寄附金 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

繰入金 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

繰越金 542 1,074 1,067 1,005 992 1,037 1,020 992 988 1,056

諸収入 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238

地方債 4,874 7,973 7,973 7,973 4,874 4,874 2,550 2,550 2,550 2,550

歳 入合計 29,197 32,886 32,694 32,735 29,567 29,990 28,076 28,445 28,676 28,979

区　　　分 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

人件費 4,701 4,535 4,410 4,329 4,249 4,172 4,096 4,021 3,947 3,876

物件費 3,841 3,559 3,379 3,302 3,177 2,939 2,896 2,896 2,854 2,854

維持補修費 100 100 100 100 105 105 105 105 105 110

扶助費 2,666 2,716 2,767 2,820 2,874 2,928 2,983 3,040 3,098 3,157

補助費等 3,446 3,446 3,325 3,325 3,325 3,325 3,325 3,325 3,325 3,325

普通建設事業費 6,778 9,043 9,043 9,043 7,578 7,578 5,732 5,732 5,132 5,132

公債費 2,492 2,710 3,141 3,087 3,067 3,654 4,264 4,741 5,048 5,367

積立金 1,330 2,927 2,727 2,926 1,330 1,430 830 730 1,230 1,230

投資及び出資金、貸付金 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

繰出金 2,764 2,778 2,792 2,806 2,820 2,834 2,848 2,862 2,876 2,890

歳 出合計 28,123 31,819 31,689 31,743 28,530 28,970 27,084 27,457 27,620 27,946



■一部事務組合の取扱い

現在 6 町村において、消防・斎場・介護認定などの
業務は東八代広域行政事務組合及び東山梨行政事務組
合で行われています。新市では当該組合の協議を踏ま
え、住民生活に支障のないよう調整することが決まり
ました。

■慣行（市章、憲章等）の取扱い

新市がスタートする前に、新市の印刷物に市章を利
用したり、開庁式などで市章を掲げることが望ましい
とのことから、合併までに定めることが一部修正され
ました。

■使用料及び手数料（総務・企画関係）の取扱い

使用料及び手数料については、 6 町村とも金額に大
きな差異がないことから、新市の手数料条例等により
調整することが決まりました。

■火葬場の取扱い

今までどおり東八聖苑及び東山聖苑を利用すること
になりますが、新市では当該組合の協議を踏まえ、住
民生活に支障のないよう調整することが決まりました。

■新市建設計画の取扱い

新市においてまちづくりを進めるため、市町村の合
併の特例に関する法律により策定することが定められ
ている、「新市建設計画」が承認されました。
承認された新市建設計画に基づき、合併後には国か

らの財政措置が講じられることになります。

■指定金融機関の取扱い

6 町村の指定金融機関の中から、合併までに調整す
ることが決定されました。

■平成15年度補正予算

合併協議会の予算の総額に歳入歳出それぞれ23,200
千円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ66,969千円と
することが承認されました。
歳入は、各町村負担金13,200千円と山梨県市町村合

併まちづくり総合事業費補助金10,000千円です。
歳出は、県補助金により実施する「新市サイン基本

構想策定業務委託」や「新市事務所移転統括業務委託」、
「電算システム統一準備業務委託」、「合併調印式経費」
などとなっています。
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合併協議会委員・幹事

変更のお知らせ

合併協議会委員

合併協議会幹事

町　　村
委員区分

新　委　員 旧　委　員 変　更　日

境川村
5 号委員
（学識経験者）

宇佐美　光 宮川 一英
平成16年
2 月12日

町村名 役　職 氏　名 変更日

石和町 企画課長 原田　正博 平成16年 1 月 1 日

一宮町 総務課長 内藤　運富 平成16年 4 月 1 日

八代町 総務課長 石原　明雄 平成16年 4 月 1 日

八代町 企画課長 梶原　　清 平成16年 4 月 1 日

（敬称略）

（敬称略）

今後の合併スケジュール

第13回・14回・15回合併協議会での協議結果

【合併協議会・ 6 町村】
平成16年 4 月 6 町村による廃置分合申請

【山梨県・国】
廃置分合正式協議（県→総務大臣）
廃置分合正式協議回答（総務大臣→県）
廃置分合正式協議回答通知（県→ 6 町村長）
県議会議案提出→県議会廃置分合議決
廃置分合決定（県）
廃置分合の届出（県→総務大臣）
総務大臣告示（平成16年 8 月）

【合併協議会・ 6 町村】
6 町村議会議決（合併協議会廃止議案）
合併協議会廃止協議書締結
合併協議会廃止届出書（協議会長→県）
6 町村閉町村式・閉庁式
平成16年10月12日　笛吹市開庁式

⇒
⇒
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6 町村の人口と世帯

町　村　名 人　　口 世　帯　数

石 和 町 26,887 人 10,779 世帯

御 坂 町 12,476 人 3,803 世帯

一 宮 町 11,408 人 3,552 世帯

八 代 町 8,757 人 2,717 世帯

境 川 村 4,830 人 1,477 世帯

春 日 居 町 7,192 人 2,685 世帯

合　　計 71,550 人 25,013 世帯

平成16年 2 月末現在／住民基本台帳

【募集する市章の条件】
(1)笛吹市のシンボルとしてふさわしいデザイン。
(2)笛吹市（地域）の歴史や風土・特性が反映された
もの。または、笛吹市の将来構想に掲げた「躍動
するふれあい文化都市」の創造にむけ、新たなま
ちづくりのシンボルとしてふさわしいもの。

(3)笛吹市の旗、バッジ、封筒などに使用できるデザ
インのもの。

(4)用紙の地色は白色とし、ぼかしは不可とします。
(5)使用する色の数については制限しません。
(6)自作の未発表の作品で、他に類似するものがない
ものに限ります。

【応募資格】
応募資格は問いません。一人何点でも応募できます。

【応募方法】
(1)募集方法は公募とします。
(2)図案は専用の応募用紙、または縦横15センチメー
トルの枠を書いたA 4 サイズの用紙を縦長に使用し

枠の中にレイアウトしてください。用紙 1 枚につ
き 1 点とします。

(3)図案のほかに「デザインの趣旨」、「住所」、「氏名
（フリガナ）」、「年齢」、「性別」及び「電話番号」
を枠外に記載してください。

(4)応募は持参または郵送とし、電子メール及び
ファックスでの応募は不可とします。

(5)応募用紙は、各町村役場合併担当窓口に備えてあ
ります。また、合併協議会ホームページからもダ
ウンロードできます。

【入賞発表】
合併協議会で決定し次第、合併協議会だより、ホー
ムページ等を通じて発表するとともに、入賞者に直
接通知します。

【その他留意事項】
(1)採用された市章に関する著作権等の一切の権限は、
笛吹市に帰属します。

(2)作品に若干の変更を加える場合、色を変えて使用
する場合、モノクロで使用する場合などがありま
す。

(3)応募された作品は返却しません。

【くわしくは】
〒406-0021 東八代郡石和町松本1126
石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村
春日居町合併協議会事務局
電話 055－261－6291
FAX 055－261－6293
URL  http://www.office-gappei.jp

平成16年 6 月25日（金）

1 点　 100,000円 及び副賞

2 点　各 10,000円 及び記念品

最優秀賞（採用作品）

優　　秀　　賞

募　集　要　項

応　募　締　切


